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地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の推進プログラム（案）

第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ
平成 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

推進体制の整備 約束期間において所要の水準等を確保 森林整備、保全等の着実な森林・林業対策（全般）
するための追加的対策の実施 推進

森林整備、木材の有効利用等にわたる対策の国、 第１、第２ステップにおける対策第１ステップの２年間における森林整備等の
地方を通じた着実かつ総合的な推進に向け、 展開の成果を踏まえつつ、目標の進捗状況等を踏まえつつ、必要な追加的対策・
① 地方公共団体、事業者、国民といった広範な主体 を含め、第１約束期間前に、目標の達成に 達成の確保に万全を期すための施策
に対する普及啓発 必要な諸条件の確保が図られるよう、対策の展開 所要の対策の見直しを含め、対策
② 各地域における森林整備等を推進するための行 を図る。 の着実な推進を図る。
動計画の策定、管理不十分な森林の早期解消に向
けた整備の推進、森林・林業の担い手の確保・育成
等の体制整備
③ 施策の重点化・効率化の徹底、林業・木材産業の
構造改革の推進
④ 森林ＧＩＳ等による箇所ごとの整備状況等の把握
等に直ちに取り組む。

ステップ・バイ・ステップ手順 ・地球温暖化対策全体と ・評価・見直しに基づく ・地球温暖化対策全 ・評価・見直しに基づく対策・施策
への対応 合わせ、対策・ 施策の評 対策・施策の実施 体と合わせ、対策・ の実施

価・見直し 施策の評価・見直し
・新たな財源確保を含め、 ・所要の森林整備の
所要の森林整備の強化 強化等の検討
等の検討

対策の効果的推進に向けた ・関係者が森林の整備・保全の必要性等を理解した上
条件整備 で、幅広い国民の理解と参画に基づく国民的な取組

として実施 ・対策の実施に併せ、継続的に推進 ・対策の実施に併せ、継続的に
・コスト縮減を図りつつ、森林の整備・保全を効果的・ 推進
効率的に実施
・林業・木材産業の構造改革
・環境、地方行政、教育など関係行政分野との調整・
連携
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第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ
平成 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

森林整備の着実な向上に向けた体制整備 2008年からの算入対象森林の確保に向 適時適切な施業の実施○健全な森林の整備
けた施業の推進

各地域における吸収源対策の推進のための行動計 多様で健全な森林の育成等育成林全体の適 育成林全体が算入対象森林と
画の作成、管理不十分な森林の解消に向けた整備の 時適切な施業を推進し、2008年からの所要の算 しての森林経営要件を満たすこと
推進、森林・林業の担い手の育成・確保等の緊急に進 入対象森林の確保を図る。 となるよう、適時適切な施業の確
めるべき体制整備を図るとともに、整備の効率化等を 保を図る。
徹底し、適時適切な施業を推進し吸収量の確保に最
大限取り組む。

●体制の整備
・幅広い関係者が参画して管理不十分な森林の解消
を推進するための行動計画の作成
・緊急雇用対策事業等を活用しつつ、ＵＪＩターン者を
はじめ各地域の森林整備を担う森林・林業の担い手 第１ステップまでの対策・施策の評価・見直し 第２ステップまでの対策・施策の
を確保する取組（緑の雇用）を推進 に基づく対策・施策の実施 評価・見直しに基づく対策・施策
・公的関与等による管理不十分な森林の解消に向け の実施
た整備の推進

●森林整備の推進
・間伐や花粉発生抑制にも資する抜き伐り等の推進
・複層林化、長伐期化、広葉樹の導入等による多様な
森林整備の推進
・奥地水源林等における森林整備、荒廃地、施業が放
棄されている里山林等の整備の推進
・森林整備に不可欠な路網整備の推進

（参考）森林・林業基本計画における森林の有する多面的機能の発揮に関する現状と目標
・現状（2000年） ・目標（2010年）

, ha , ha＜森林面積＞ 育成単層林 １０３０万 ＜森林面積＞ 育成単層林 １０２０万
ha ha育成複層林 ９０万 育成複層林 １４０万

, ha , ha天然生林 １３９０万 天然生林 １３５０万
, ha , ha合計 ２５１０万 合計 ２５１０万

, m3 , m3＜総蓄積＞ ３９３０百万 ＜総蓄積＞ ４４１０百万
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第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ
平成 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

保安林等における管理・保全の効果的推進 保安林等の管理・保全水準の維持向上 適切な管理・保全の実施○保安林等の適切な管理・
保全等の推進

保安林等における森林経営の要件が満たされるよ 災害の発生状況及び荒廃地等の復旧整備状 保安林等全体が算入対象森林
う、荒廃地等の復旧整備、山地災害危険地対策等の 況に的確に対応した治山施設の整備等を推進 としての森林経営の要件を継続的
効果的推進を図るとともに、保安林等の管理体制の整 することにより、保安林等全体の適切な管理・保 に満たすこととなるよう、適切な管
備等を進め、管理・保全水準の向上を図る。 全水準の維持向上を図り、２００８年からの所要 理・保全を図る。

の算入対象森林の確保を図る。

・保安林等の計画的指定の実施及び転用規制や伐採
規制、山地災害を防止するため必要な情報整備等に
よる森林の保全の推進 第１ステップまでの対策・施策の評価・見直し 第２ステップまでの対策・施策の
・保護林制度による国有林内の天然生林の適切な保 に基づく対策・施策の実施 評価・見直しに基づく対策・施策
全管理の推進 の実施
・機能が低下した保安林について治山事業等による
効率的かつ効果的な保全対策の推進
･森林病害虫等の適切な防除の実施
･自然公園に指定された森林等の適切な保全管理の
推進

温暖化防止に資する木材利用推進の条件整備 木質バイオマスなど新たな利用の展開 循環型社会の構築に向けた○木材及び木質バイオマス利
木材利用の継続的推進用の推進

木材産業の構造改革、木質資源の利用推進の条件 木質バイオマスエネルギー等新たな利用の展 適切な森林経営を促し、循環型
整備を進めるとともに、住宅や公共施設等への木材の 開を図るとともに、引き続き住宅や公共施設等 社会の構築に向けた木材利用の
利用拡大を図る。 への木材の利用拡大を図る。 継続的な推進を図る。

●木材産業の構造改革

●木材利用の推進
・再生産可能な木材の有効利用に関する国民への普 第１ステップまでの対策・施策の評価・見直し 第２ステップまでの対策・施策の
及啓発 に基づく対策・施策の実施 評価・見直しに基づく対策・施策
・木材の安定供給体制の構築等による住宅への利用 の実施
促進
・関係府省と連携した公共施設等への利用促進
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第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ
平成 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

●木質バイオマス利用の推進
・林地残材、製材工場残材等を活用した木質バイオマ 第１ステップまでの対策・施策の評価・見直し 第２ステップまでの対策・施策の
スエネルギー利用施設整備等の推進 に基づく対策・施策の実施 評価・見直しに基づく対策・施策
・木材・木質材料の利用・加工技術の向上等による木 の実施
材資源の利用の多様化の推進

（参考）森林・林業基本計画における林産物の供給及び利用の現状と目標
m3 m3・現状（1999年） ２０百万 ・目標（2010年） ２５百万

国民参加の森林づくり促進のための環境整備 国民参加の森林づくり等の国民運動とし 国民参加の森林づくり等の○国民参加の森林づくり等の
ての展開 定着・発展推進

温暖化防止等の観点から、森林の整備・保全を社 普及啓発活動を推進しつつ、多様な主体によ 引き続き普及啓発活動等を通じ
会全体で支えるという国民意識の醸成を高めるための る継続的な森林の整備・保全活動をさらに定着 て国民参加の森林づくり等の多様
普及啓発活動を推進するとともに、多様な主体による 促進させて、国民運動としての展開を図る。 な発展を促す。
継続的な森林の整備・保全活動を促進するための環
境整備を進める。

・植樹祭等のイベントや緑の募金活動を通じた普及啓
発の充実による国民意識の醸成 第１ステップまでの対策・施策の評価・見直し 第２ステップまでの対策・施策の
・多様な主体の参加と連携による継続的な森林整備・ に基づく対策・施策の実施 評価・見直しに基づく対策・施策
保全活動の推進 の実
・森林環境教育、森林の多様な利用等の推進

報告に向けて準備作業の実施 報告体制の構築 的確な報告○吸収量の報告・検証体制の
強化

森林吸収量の的確な報告体制の整備に向け、これ ２００６年の吸収量報告体制の構築、２００７年 各年における吸収量を的確に
らに不可欠な基礎データの解析、各都道府県におけ の国際審査に適切に対応し、２００８年からの適 算定し、報告する。
る森林ＧＩＳ導入等による各種森林情報の集積体制の 切な吸収量報告に向け、国としての報告システ
整備等準備作業を着実に進める。 ムを構築する。

・森林簿情報の精度の検証・向上、データ収集システ 国内体制 専門家チーム ０８年分報告 同左審査
ムの構築等を図る 確立報告 による審査

2006 2007 2010 2011 2012・森林ＧＩＳの導入等の推進
・森林経営による吸収量算定手法の開発の推進 ● ■ ● ■ ● ■ ● ■


